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令和２年

11月9日㈪～11月15日㈰まで

化学消防車 救助工作車

水槽付消防ポンプ自動車 救急自動車

すべては安心・安全なくらしのために



甲賀広域行政組合消防本部　（ホームページ　http://www.koka-koiki.jp/）
予 防 課
水 口 消 防 署
水 口 消 防 署 土 山 分 署
甲 南 消 防 署

甲 南 消 防 署 甲 賀 分 署
信 楽 消 防 署
湖 南 中 央 消 防 署
湖南中央消防署湖南石部分署

TEL 63－7932
TEL 63－1119
TEL 67－1199
TEL 86－3119

TEL 88－7701
TEL 82－0119
TEL 72－0119
TEL 77－2119

このチラシに関するお問い合わせは、お近くの消防署まで…

「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」
2020 年度全国統一防火標語

全ての
寝室

階段
（寝室が２階などの場合）

甲賀市・湖南市における正しい設置場所は…令和２年住宅用火災警報器設置率調査結果

10年を目安に取り替えましょう！

条例適合率とは…
火災予防条例で定められた場所（すべての寝室・階段
〔寝室が２階などの場合〕）に設置されている世帯の全
世帯に占める割合のことをいいます。

　住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化や
電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるた
め、交換が必要です！
　住宅用火災警報器の設置義務化（平成23年）からも
うすぐ10年が経過するため、ご自宅に設置されてい
る機器の作動確認を行い、正常に作動しないものは
取り替えましょう！

甲賀市・湖南市
全国平均

滋賀県平均

設置率 条例適合率
84.5%
82.6%
82.4%

50.3%
68.3%
63.6%

住宅防火対策！いのちを守る７つのポイント！
３つの習慣
●寝たばこは絶対やめる。
●ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する。
●ガスこんろなどのそばを離れ
るときは、必ず火を消す。

４つの対策
●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
●寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつ
くる。

住宅用火災警報器を正しく設置しましょう！

!!
１階以外に寝室が
ある場合は、階段にも
取り付けましょう
（煙式警報器）

設置義務

義務はありませんが、台所に
設置することが望ましいです
（熱式警報器が望ましい）

設置推奨

住居内の寝室にあたる
部屋に取り付けましょう
（煙式警報器）

設置義務

基本的な取り付け場所は、少なくとも
寝室と、寝室が２階などの場合は
階段にも設置が必要とされています。

家のどこに取り付ければいいの？家のどこに取り付ければいいの？住宅用火災警報器の
取り付け場所


